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平成25年４月１日から、これまでの「障害者自立支援法」が改正され、「障
害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律）」が施行されます。
この法律は、障がい者の日常生活や社会生活を総合的に支援するための
法律で、障がい者自身の社会参加への機会拡大や地域社会への共生などが、
計画的かつ総合的に行われることを基本理念としています。
今回は、「障害者総合支援法」のポイントについて紹介します。
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◆障害者の範囲の見直し
制度の谷間のない支援を提供する観点から、障がい者の定義に新たに「難病等（治療方法等が確立して

いない疾病その他の特殊の疾病等）」が追加され、障がい福祉サービスなどの対象となります。
これにより、症状の変動などにより、身体障がい者手帳の取得ができないものの、一定の障がいのある

かたがたが障がい福祉サービスを利用できるようになります。
【難病等の種類】◦関節リウマチ　◦突発性難聴　◦パーキンソン病　◦ベーチェット病　◦もやもや病など

◆その他のポイント
市町村が実施する地域生活支援事業として、市民後見人などの人材育成などが新たに追加されるほか、重

度肢体不自由者で常時支援が必要な人に対する「重度訪問介護」の対象拡大や、地域生活へ移行する際に、
重点的な支援が必要な人に対する「地域移行支援」の対象拡大などが段階的に実施されていく予定です。
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